
アルストロメリア
（花／出荷時期：通年）

花持ちが良く、豊富な色彩と
中央の斑点模様が特徴の花
です。本市では約１,１００万本
出荷されています。

花ことば

持続、エキゾチック

ポインセチア
（鉢花／出荷時期：１０～１２月）

赤と緑の対比が美しく、クリ
スマスの装飾に欠かせませ
ん。県内１位の生産量で、約
４０万鉢出荷されています。

花ことば

祝福、幸運を祈る

農政課  ☎23-3517

花 鉢
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今月の 11月の

（
イ
）市
町
村
民
税
を
課

さ
れ
て
い
る
方
と
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
な

い
、
ま
た
は
そ
の
方
か

ら
生
活
援
助
を
受
け
て

い
な
い
こ
と

（
ウ
）
課
税
世
帯
の
方

の
市
町
村
民
税
の
控
除
対
象
者
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と

（
エ
）
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ
と

（
オ
）
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と

（
カ
）
市
内
に
自
ら
の
居
住
用
の
土
地
、
ま
た

は
家
屋
以
外
に
土
地・
家
屋
を
有
し
て
な
い
こ

と〈
申
請
期
限
〉

令
和
２
年
１
月
31
日（
金
）

〈
減
免
申
請
に
必
要
な
も
の
〉

年
金
証
書・
健
康
保
険
証・
印
鑑（
認
め
印
可
）・

収
入
状
況
が
分
か
る
も
の・
個
人
番
号
カ
ー
ド

（
通
知
カ
ー
ド
、
ま
た
は
個
人
番
号
記
載
の
住

民
票
も
可
）

〈
そ
の
他
の
減
免
〉

　

こ
の
他
に
も
次
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合

介
護
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　
介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
方
が
納
め
て
い

る
介
護
保
険
料
が
財
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
介

護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、
誰
も
が
安
心
し
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
介
護
保

険
料
は
忘
れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
次
の
（
ア
）～（
カ
）の
全
て
に
該
当
す

る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
条
件
〉

（
ア
）
次
の
表
の
所
得
段
階
で
各
要
件
に
該
当

す
る
方

所得段階 対象者 要件

第１
段階

老齢福祉年金を受けている方
で、世帯全員が市民税非課税の
方、または世帯全員が市民税非
課税で、課税年金収入額および
合計所得金額との合計額が80
万円以下の方

生活保護の方を除き、
世帯の前年収入（非課
税収入を含む）が80万
円（世帯員2人目から1
人につき35万円を加
算した額）以下である
こと

第2
段階

世帯全員が市民税非課税で、課
税年金収入金額および合計所
得金額との合計額が80万円を
超え、120万円以下の方

世帯の前年収入（非課
税収入を含む）が120
万円（世帯員2人目か
ら1人につき35万円を
加算した額）以下であ
ること第3

段階

世帯全員が市民税非課税で、課
税年金収入金額および合計所
得金額との合計額が120万円
を超える方

は
、
介
護
保
険
料
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

❶
災
害
に
よ
り
、
住
宅
や
家
財
に
著
し
い
損
害

を
受
け
た
と
き

❷
事
業
の
廃
止・
失
業
な
ど
に
よ
り
収
入
が
著

し
く
減
少
し
た
と
き

❸
刑
事
施
設
な
ど
に
拘
禁
さ
れ
た
と
き

※
詳
し
く
は
高
齢
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

▼
高
齢
福
祉
課
長
寿
介
護
係
（
東
三
河
広
域
連

合　
田
原
窓
口
）

☎
23‐
３
２
１
７

23‐
３
５
４
５

◆
高
齢
者
福
祉
の
手
引
◆

安
否
確
認
や
配
食
な
ど
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、介

護
、各
市
民
館
な
ど
で
実
施
し
て
い
る
体
操
教

室
の
情
報
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。市
Ｈ
Ｐ

（

１
０
０
５
６
６
０
）で
検
索
す
る
と
詳
し

い
内
容
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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